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今日お話ししたいこと 
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序   ＪＡの事業・組織・経営の仕組み 

第１  ＪＡは協同組合です 

第２  ＪＡの現状 

第３  ＪＡの課題と対応 
① ＪＡ運動の歴史は、ＪＡ批判の歴史でもある 

② 規制改革会議答申・農協改革の狙うもの 

③ JAグループの自己改革 

④ TPP 

 



 



序 ＪＡの組織・事業・経営の仕組み ～流れ図の説明～ 

① ＪＡは協同組合理念に賛同する人の集まりです。 
② 出資し、加入し、組合員となります。 
③ 組合員は、総（代）会に出席し、意思決定に参画します。 
④ 組合員の意思決定にもとづき理事が業務を執行します。

職員も雇用します。 
⑤ 理事は、組合員に事業を提案し、組合員は事業を利用し

ます。 
⑥ 事業以外にも、組合員が主体となり様々な協同活動を行

います。 
⑦ これらの取り組みにより、組合員の営農の安定と豊かなく

らしを実現します。 
⑧ さらには、地域農業全体の振興や暮らしやすい地域社会

づくりにも取り組んでいます。 



 Japan    Agricultural     Co-operatives 
 （日本の）  （農業の）      （協同組合） 

Co = 一緒に  

Operative = 働く、手術をする 

農業協同組合の目的 

 組合を設立し、相互扶助の精神のもと、農業生産力
を増大し、農家みんなの営農と生活を守り、高め、より
よい社会を築く。（農業協同組合法 第１条 法の目的） 

 組合員への最大の奉仕を事業の目的とし、営利を目
的としない。 （第８条 ＪＡ事業の目的 ） 

 

 

 

ＪＡマーク  

全体の三角形は自然 

右のＡは人間 

左の○は豊かさ、実り、人の和  

第1 ＪＡは協同組合です 



ＪＡ綱領 ～ わたしたちＪＡのめざすもの ～ 

 わたしたちＪＡの組合員･役職員は、協同組合運
動の基本的な定義･価値･原則(自主、自立、参加、
民主的運営、公正、連帯等)に基づき行動します。  
 そして、地球的視野に立って環境変化を見通し、
組織･事業･経営の革新をはかります。さらに、地
域･全国･世界の協同組合の仲間と連携し、より民
主的で公正な社会の実現に努めます。   
 このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地
域社会に根ざした組織としての社会的役割を誠実
に果たします。 

 （前文） 

 協同組合原則 



１．地域の農業を振興し、我が国の食と緑と水を守ろう。 
                              （市民・消費者のために） 

 
１．環境･文化･福祉への貢献を通じて、 
              安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう。 
                               （地域住民・地域社会のために） 

 
１．ＪＡへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。 
                               （事業の利用者としての自分） 

 
１．自主･自立と民主的運営の基本に立ち、 
              ＪＡを健全に経営し信頼を高めよう。 
                               （出資者としての自分） 

 
１．協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。 
                                                 （協同活動の担い手としての自分） 

ＪＡ綱領 主文 
 
わたしたちは、 
 
 



山形県内のＪＡ 
 

７広域ＪＡ構想 
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山形県内で17の総合JA 

  全国では679の総合JA（27年10月1日）  

第２ ＪＡの現状 

① 
② 
③ 

④ 

⑤ 
⑥ 
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山形県合計 101,245人 全国 450万人（平成26年度末） 
 
※正組合員・・・農業者・農業従事者である組合員 

正組合員数（平成26年度末・人） 

参考 職員数17ＪＡ合計 4,461人 



事業取扱高（17ＪＡ合計）  
（単位：百万円） 

  平成25年度 平成26年度 

 信用事業 
 貯金 （組合員から預かっているお金）             944,962 958,296 

 貸出金 （組合員に融通しているお金） 294,365 287,905 

 共済事業 
 長期共済保有高（保障額）  

（万が一のリスクに備えた保険）  4,558,572 4,433,024 

 経済事業 

 販売品販売高（農畜産物を売る）  121,244 115,669 

    うち お米 62,638 56,044 

 購買品供給高（資材・物資を買う）  65,340 54,831 

    うち生産資材  53,125 43,641 

    うち生活物資    12,214 11,190 

※そのほか、農業倉庫業や介護福祉事業など、さまざまな事業に取り組んでいます。 



経済事業等負債400億円 

信用・共済事業資産 
9,056億円 

 
固定資産 610億円 

 

経済事業等資産 535億円 

 
外部出資 660億円 

 
純資産 816億円 

うち 出資金※1 358億円 
うち 当期剰余金※2 
           19億円 
他は内部留保 
 

 
資産合計 10,861億円 

 

 
負債純資産合計 10,861億円 

 

うち 建物・機械等 
（減価償却累計額控除後） 
   264億円 
うち 土地等 
   346億円 

 

ＪＡのバランスシート 
（17ＪＡ合計、平成25年度末） 

 

信用・共済事業負債 
9,645億円 

うち 貯金 9,446億円 

 
※1 出資金・・・会社でいう資本金。 
※2 剰余金・・・会社でいう当期純利益。協同

組合の場合は、組合員から預かっているお金
という性格。組合員への還元は、出資配当の
ほか、事業利用分量配当という方法もある。 

 
 

 
 

固定資産 
 資産合計の約5.6％ 
外部出資 
 資産合計の約6.1％ 
 うちＪＡグループ内の
出資が約9割 

 
 

Ｙ銀行 
 預金残高 2兆0201億円 
 土地・建物の残高 119億円 
 固定資産の割合 0.61％ 

 
借方 

 

 
貸方 

 



販売事業のための 
共同利用施設 

カントリーエレベーター（ＣＥ） 

スイカ選果場 

http://www.zennoh-yamagata.or.jp/fruit/photo/2013/07-25/02.jpg


ＪＡ運動の歴史は、ＪＡ批判の歴史でもある。 

助け合いの組織である協同組合は、 
            時として競争社会にとって邪魔な存在 
 
古くは、反産業組合運動に始まり 
① 1988年政府の「農協の行政監察」によるＪＡ批判 
② バブル崩壊の1990年代前半「住専問題（不健全貸付）」をめぐるＪＡ批判 
③ 自民党の小泉政権下の総合ＪＡ批判 
④ 民主党の菅内閣の行政刷新会議における協同組合・ＪＡ批判 
⑤ そして、再び今、新自由主義（政府規制の排除と市場競争優先）の台頭の中でＪＡ批判 
 

 

これまでのＪＡ批判は、 

     総合ＪＡの解体 を狙う過激なもの 

 

第３ ＪＡの課題と対応 



  「農協改革」の狙い 
○ 規制改革は日米財界の意向を受け、官による規制の廃止や官営事業の民間開放により、自

由競争の下で民間企業（株式会社）の成長を目的としており、過去には郵政民営化による郵貯・
簡保市場等の開放などが行われてきました。 

○ 規制改革会議発足時より、農協の組織・事業は標的にされており、今回は切り口は異なるもの
の同様の目的があるといえます。 

規制改革（「農協改革」）の主な流れ 

2002年 総合規制改革会議 
・金融事業の見直し 
・独禁法など公正な競争条件の確保 

2005年 規制改革・民間開放推進会議 
・全中監査の第三者性の強化 

2014年 5月・11月 規制改革会議・農業ＷＧの意見 
・准組合員の利用量規制の導入 
・全農の株式会社化 
・中央会の一般社団法人化 

2007年 規制改革会議 
・金融庁検査の実施 
・全中監査の質の向上 

2010年 規制制度改革委員会 
・独禁法適用除外の見直し 
・公認会計士監査の実施 
・信用・共済事業部門から農業関係事業部門への補てん額の段階的な
縮減 

2014年  在日米国商工会議所意見書 
・ＪＡグループの組織改革に関する意見（准組合員利用規
制） 
・ＪＡ共済に関する意見（イコールフッティング） 

これまでの規制
改革は、ＪＡに対
しては、組織・事
業について、イ
コールフッティン
グや環境変化な
どの理由をもっ
て見直しを求め
る。 

1989年～1990年 日米構造協議  

【ねらい】日本の金融市場への進出 
（郵政民営化、ＪＡ共済等に関する指摘など） 



・株式会社が最も優れている 
・全て市場競争に委ねるべき 

“あっと驚く” 
   規制改革会議の農協改革提言 

規制改革会議農業WG「農業改革に関する意見」（平成26年5月14日） 

 

１）農業委員会制度の見直し 

２）農業生産法人の見直し 

３）農業協同組合の見直し 

① 中央会制度の廃止 

② 全農の株式会社化 

③ 総合ＪＡの農業専門化（信用、共済事業の分離） 

④ 准組合員の事業利用を正組合員の2分の1以下に 

⑤ 理事会の見直し（理事の半分以上を認定農業者、民間経営経験
者に） 

 
提言を踏まえ、政府は「規制改革実施計画」等を閣議決定（6月24日） 



公認会計士監査の導
入 

（中央会の監査機能の廃止） 

    「農協改革」の背景 
○ 今回の「農協改革」では、中央会制度が焦点となっているが、１１月の規制改革の意見にもあるとおり、今回

の「農協改革」の趣旨は、信共分離等を求めてきたこれまでの規制改革の延長線上にあります。 
○ これまでは、株式会社とのイコールフッティング（規制等の同一化）を求める手法であったが、今回は、実態を

無視した「職能組合への原点回帰」・「事業等の自由度拡大」を求める手法に変えています。 
○ こうした規制改革の流れは、農業の成長産業化や地方創生と逆行しています。このため、ＪＡグループは現

場実態をふまえた自己改革が実現できる法改正を求めています。 

金融事業の 
イコールフッティング 

（信用・共済事業による経済事業の 
赤字補てんの制限など） 

全農の 
株式会社化 

（独禁法が適用される） 

准組合員の利用量規制の導入代
理店化・組織分割等の整備 
（規制された場合、信用・共済事業は、 

分離（代理店化）、組織分割等をせざるを得ない） 

独禁法適用除外の 
廃止 

「農協改革」の目的 

過去の民間委員 
の意見 

今回の民間委員 
の意見 

金融市場の開放 
（信共分離） 

中央会制度の廃止 
（農協独自の監査ができなくなり、ＪＡ経営基盤

が脆弱化。また、代表・調整機能が低下） 

ＪＡグループ結集
力・経営基盤の弱

体化 
企業の農業分
野への参入 

2005年の規制改革以降、

中央会監査の独立性・
品質等の向上を農水省
と連携し取組んできた 

従来と「切り口」を変えてきているが、その目的は同じ 
（全ての目的の達成が、最終目標！） 

農業の 
成長産業
化・ 

地方創生に 

逆行 

職能組合への純化を 
求めている 



  今回の「農協改革」の特徴 
○ JAグループでは、これまでも規制改革会議等の指摘を受けて、経済事業や監査をはじめ、

様々な改革に取り組んできました。 
○ しかし、今回の「農協改革」では、これまでのJAグループの取り組みとその評価を全く無視し、

「中央会制度は60年間も一切改革されていない」など、事実と実態に基づかない批判に基づい
た改革が進められようとしています。 

今日に至るまで、農協法改正（中央会部分を
含む）は多数行われている 

現行の農協法のもとで、組合員の求めている
事業展開は可能。必要な部分は子会社化を
実施 
（株式会社が事業運営等で優れている事実はない） 

過疎化・混住化など環境変化の中で、地域に
根ざした協同組合として、「総合事業」を展開
することが、今後も農業振興・地域活性化に
不可欠 
(もとより准組合員の事業利用は認められている) 

そのような事実は無い 

実態等 

株式会社化すれば、機動的
で自由な経営によりサービス
向上できる 

信用・共済事業に傾注し、農
業振興を疎かにしており、農
業者の職能組合に純化すべ
き 

JA 

連 
合 
会 

60年間、改革がなされていな
い  

強制的な指導・監査権でJAの
自由な経営を縛っている  

中
央
会 

規制改革会議等からの批判 



ＪＡグループがめざすもの（第27回JA全国大会） 

「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」の確立 

次世代とともに、「食と農を基軸 
として地域に根ざした協同組合」 
として、存立している姿。 

消費者の信頼にこたえ、安全で安心 
な国産農畜産物を持続的・安定的に 
供給できる地域農業を支え、農業所 
得の向上を支える姿 

①持続可能な農業の実現 

総合事業を通じて地域のライフライン 
の一翼を担い、協同の力で豊かで暮ら 
しやすい地域社会の実現に貢献してい 
る姿。 

②豊かでくらしやすい地域社会の実現 

③協同組としての役割発揮 

JAグループ自己改革 

農業者の所得増大 
農業生産の拡大 地域の活性化 





































私たちは協同組合らしく活動します 

「相互扶助」の気持ちを忘れずに 
一人でできることは一人で 
一人でできないことは二人で 
二人でできないことは皆で協同して 

よりよい組織となるために 
組合員みんなで真面目に議論します。 



ご静聴ありがとうございます。 

山形県農業協同組合中央会（ＪＡ山形中央会） 
   教育部（協同の杜ＪＡ研修所 ） 
  
      〒990-2375 山形市東古舘123番地  
        (tel）023-643-1238 
        (fax) 023-643-8621  
        (mail) kyouiku@nokyo.jp  
        (HP) http://www.nokyo.jp/ 

協同組合について関心のある
方はご連絡ください。 

mailto:kyouiku@nokyo.jp

